
 

きｓｙ 

 

平成１９年１２月６日 

内閣府（防災担当） 

 

「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び 

「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案」について 

 

１．「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」の概要 

  

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 114 号）の施行期日を、平成

19 年 12 月 14 日（金）とする（なお、下記政令案も同日付で施行する。）。 

 

２．「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令案」の概要 

 

（１）支援金の支給に係る自然災害の追加（第１条第４号関係） 

法第２条第２号の政令で定める自然災害について、全壊 10 世帯以上の被害等が発生した市

町村を含む都道府県内で、全壊５世帯以上の被害が発生した市町村（人口 10 万未満）を追加

する。 

 

（２）支援金の支給の申請（第４条関係） 

 法第５条の政令で定める支援金の申請期間等について、下記のとおり定める。 

① 支援金の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して 13

月（住宅を建設・購入、補修、賃借する世帯に対する最大 200 万円の支援金の支給の申請に

ついては 37 月）を経過する日までに、申請書に、必要な書面を添えて、都道府県に提出し

てしなければならないこととする。 

② 都道府県は、やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が上記の申請期間内に申請するこ

とができないと認めるときは、その期間を延長できることとする。 

 

（３）その他所要の規定の整備 

 

※法及び上記政令案の施行に伴い、被災者生活再建支援法施行規則についても所要の改正を 

行い、法の施行期日と同日付で施行する。 

 
＜参考＞ 

・閣     議 12 月 ７日（金）（予定） 

・公     布 12 月 12 日（水）（予定） 

 
 

問い合わせ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害復旧・復興担当）付 

塩本、仲島 

TEL ３５０１－５１９１（直通） 

 

記者発表資料 



 
 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
と
す
る
こ
と
。 



 
 政

令
第 

 
 

号 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令 

内
閣
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
四
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
と
す
る
。 



理 

由 
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 



被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
法
律
第
百
十
四
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱 

第
一 
目
的
の
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
法
律
の
目
的
を
、

「
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
生
活
基
盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
に
対
し
、
都
道
府
県
が
相
互
扶
助
の
観
点
か
ら
拠
出
し
た

基
金
を
活
用
し
て
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
支
給
す
る
た
め
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
活
の
再
建
を
支
援

し
、
も
っ
て
住
民
の
生
活
の
安
定
と
被
災
地
の
速
や
か
な
復
興
に
資
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 

第
二 

被
災
世
帯
の
定
義
の
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

被
災
世
帯
と
は
、
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
で
あ
っ
て
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

一 

当
該
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
全
壊
し
た
世
帯 

二 

当
該
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
又
は
そ
の
居
住
す
る
住
宅
の
敷
地
に
被
害
が
生
じ
、
当
該
住

宅
の
倒
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
こ
と
、
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
た
め
に
必
要
な
補
修
費
等
が
著
し

く
高
額
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
住
宅
を
解
体
し
、
又
は
解
体
さ
れ
る



に
至
っ
た
世
帯 

三 
当
該
自
然
災
害
に
よ
り
火
砕
流
等
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
危
険
な
状
況
が
継
続
す
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、

そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
居
住
不
能
の
も
の
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
長
期
に
わ
た
り
継
続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

世
帯 

四 

当
該
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
等
で
あ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
補
修
を
含
む
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
（
二
及
び
三
に
掲
げ
る
世
帯
を
除
く
。
第
三
に
お
い
て
「
大
規
模
半
壊
世
帯
」
と
い

う
。
） 

第
三 

支
援
金
の
支
給
要
件
及
び
支
給
内
容
の
見
直
し
（
第
三
条
関
係
） 

 

一 

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
、
当
該
世
帯
主
の
申

請
に
基
づ
き
、
支
援
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

被
災
世
帯
（
被
災
世
帯
で
あ
っ
て
自
然
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
者
の
数
が
一
で
あ
る
世
帯
（
五
に
お
い

て
「
単
数
世
帯
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
は
、
百
万
円



 
 

（
大
規
模
半
壊
世
帯
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
）
に
、
当
該
被
災
世
帯
が
１
か
ら
３
ま
で
の
一
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

１ 

そ
の
居
住
す
る
住
宅
を
建
設
し
、
又
は
購
入
す
る
世
帯 

二
百
万
円 

２ 

そ
の
居
住
す
る
住
宅
を
補
修
す
る
世
帯 

百
万
円 

３ 

そ
の
居
住
す
る
住
宅
（
公
営
住
宅
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
を
除
く
。
）
を
賃
借
す
る
世
帯 

五
十

万
円 

三 

二
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
世
帯
が
、
同
一
の
自
然
災
害
に
よ
り
二
の
１
か
ら
３
ま
で
の
う
ち
二
以
上
に
該
当
す
る
と
き

の
当
該
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
は
、
百
万
円
（
大
規
模
半
壊
世
帯
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
）
に
二
の
１

か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
も
の
を
加
え
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

二
及
び
三
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
の
三
に
該
当
す
る
被
災
世
帯
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支

援
金
の
額
は
、
三
百
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

五 

単
数
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
二
か
ら
四
ま
で
に
よ
る
額
の
四
分
の
三
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
） 



 
一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 

二 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
支
援
金
の
支
給
制
度
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日(

以
下
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
生
じ
た
自
然
災
害
に
係
る
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
布
日
前
に
生
じ
た
自
然
災
害
に
係
る
支
援
金
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

二
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
自
然
災
害
、
平
成
十
九
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
よ
る
自
然

災
害
、
平
成
十
九
年
台
風
第
十
一
号
及
び
前
線
に
よ
る
自
然
災
害
又
は
平
成
十
九
年
台
風
第
十
二
号
に
よ
る
自
然
災
害
に

よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
が
公
布
日
以
後
に
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
支
援
金
の
支
給
制
度
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱 

第
一 
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害 

自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
区
域
内
の
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
災
害
救
助
法
施
行
令
の
規
定
に
該
当
す
る
被
害

又
は
十
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
都
道
府
県
の
区
域
内
の
他
の
市
町
村
（
人
口
十
万
未
満
の
も
の

に
限
る
。
）
の
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
災
害
に
よ
り
五
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
も
の
に
係

る
当
該
自
然
災
害
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
第
四
号
関
係
） 

第
二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分 

法
第
二
条
第
二
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
等
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
三
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

特
定
長
期
避
難
世
帯
に
係
る
支
援
金
の
額
の
特
例 

一 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
１
及
び
２
に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
長
期
避
難
世
帯
」
と
い
う
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

１ 

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
よ
る
避
難
勧
告
等
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た



市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属

す
る
世
帯
で
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
同
法
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の

区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

２ 

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
よ
る
立
入
制
限
等
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た

市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
立
入
制
限
等
が
行

わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
警
戒
区
域

で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

二 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
）
に
七
十
万
円
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
が
三
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
百
万
円
）
と

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
第
二
項
関
係
） 

三 

一
及
び
二
は
、
法
第
二
条
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
単
数
世
帯
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
し
、
必
要
な
読
替
え
を
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
第
三
項
関
係
） 



 
 第

四 

支
援
金
の
支
給
の
申
請 

一 
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
及
び
第
三
の
二
（
第
三
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
支
援
金
の
支
給

に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
被
災
世
帯

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
等
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
（
当
該
都
道
府
県
が
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支

援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
支
援
法
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
援
法
人
。
以
下
第
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

二 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請

は
、
当
該
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
七
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書

に
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
等
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
二
項
関
係
） 

三 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
第
三
の
二
に
規
定
す
る
加
算
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請



は
、
当
該
避
難
勧
告
等
又
は
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
特
定
長
期
避
難
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
等
を
添
え
て
、

こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
三
項
関
係
） 

四 

一
か
ら
三
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
被
災
地
に
お
け
る
危
険
な
状
況
の
継
続
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
被
災
世
帯
の
世
帯
主
が
一
か
ら
三
ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
内
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
四
項
関
係
） 

第
五 

附
則
関
係 

一 

こ
の
政
令
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 



 
 政

令
第 

 
 

号 

 
 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

 

内
閣
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
、
第
三
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
自
然
災
害
に
よ
り
五
以
上
の

世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
」
を
「
第
三
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
隣
接
す
る
都
道
府
県

の
区
域
内
の
」
に
、
「
前
三
号
に
規
定
す
る
区
域
に
隣
接
す
る
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
区
域
の
い
ず
れ

か
に
隣
接
し
、
か
つ
、
そ
の
自
然
災
害
に
よ
り
五
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
区
域
内
の
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
被
害
が
発

生
し
た
都
道
府
県
の
区
域
内
の
他
の
市
町
村
（
人
口
十
万
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
災
害

に
よ
り
五
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
当
該
自
然
災
害 



 
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
二
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
等
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
長
期
避
難
世
帯
に
係
る
支
援
金
の
額
の
特
例
） 

第
三
条 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
長
期
避
難
世
帯
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

一 

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
勧
告
若
し
く
は
指
示
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
指
示
（ 

以
下
「
避
難
勧
告
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
区
域
内
に
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
て

い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
六
十

条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
起



 
 

算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

二 
当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。 

）
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
へ
の
立
入
り
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
警
戒
区
域
か
ら
の
退
去
の
命
令

（
以
下
「
立
入
制
限
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
立
入
制
限
等

が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経

過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
警
戒
区
域
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内

に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

２ 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て 

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
）
に
七
十
万
円
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
が
三
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
百
万
円
）
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
単
数
世
帯
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

中
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
前

項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
」
と
、
「
七
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
十



二
万
五
千
円
」
と
、
「
三
百
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
二
十
五
万
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
及
び
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
支
援

金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
被

災
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
（
当
該
都
道
府
県
が

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
支
援
法
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
支
援
法
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請
は 

、
当
該
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
七
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を

都
道
府
県
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 ３ 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請

は
、
当
該
避
難
勧
告
等
又
は
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
特
定
長
期
避
難
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
被
災
地
に
お
け
る
危
険
な
状
況
の
継
続
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
被
災
世
帯
の
世
帯
主
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
内
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
の
支
給
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（ 

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
） 



２ 

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
三
号
ワ
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



 
 

 
 
 
 
 

理 

由 
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
勧
告
等
が

そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
勧
告
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
一
定

の
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
の
特
例
を
定
め
る
と
と
も
に
、
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
の
範
囲
を
拡
大
す

る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 



被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

○
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
） 

改 
 
 
 

正 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 

（
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
） 

第
一
条 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で

定
め
る
自
然
災
害
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
然
災
害
と
す
る
。 

 

一 

自
然
災
害
に
よ
り
災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）

第
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
害
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
も
の
を
含
む
。
）
が
発
生
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ

っ
て
は
、
当
該
市
又
は
当
該
市
の
区
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区

域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

 

二 

自
然
災
害
に
よ
り
十
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
市
町
村

の
区
域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

三 

自
然
災
害
に
よ
り
百
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
都
道
府

県
の
区
域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

四 

自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
区
域
内
の
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
第
一
号

又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
被
害
が
発
生
し
た
都
道
府
県
の
区
域
内
の
他
の
市
町
村

（
人
口
十
万
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
災
害
に
よ
り
五

以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

五 

第
三
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
の
区
域

内
の
市
町
村
（
人
口
十
万
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
区
域
の
い
ず
れ
か
に
隣
接
し
、
か
つ
、
そ
の
自
然
災
害
に

よ
り
五
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
当
該
自
然

災
害 

（
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害
） 

第
一
条 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で

定
め
る
自
然
災
害
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
然
災
害
と
す
る
。 

 

一 

自
然
災
害
に
よ
り
災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）

第
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
害
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
も
の
を
含
む
。
）
が
発
生
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ

っ
て
は
、
当
該
市
又
は
当
該
市
の
区
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区

域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

 

二 

自
然
災
害
に
よ
り
十
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
市
町
村

の
区
域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

三 

自
然
災
害
に
よ
り
百
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
都
道
府

県
の
区
域
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

    

四 

自
然
災
害
に
よ
り
五
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す
る
被
害
が
発
生
し
た
市
町
村

（
人
口
十
万
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
で
あ
っ
て
、
前
三
号
に
規
定
す
る
区
域

に
隣
接
す
る
も
の
に
係
る
当
該
自
然
災
害 

  



（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
二
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
等
は
、
建

築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
一
条
第
三
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

 

          

（
特
定
長
期
避
難
世
帯
に
係
る
支
援
金
の
額
の
特
例
） 

第
三
条 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
長
期
避
難
世
帯
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。 

一 

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十

三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
勧
告
若
し
く

は
指
示
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
指
示
（
以
下
「
避

難
勧
告
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て

い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三

年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
同

法
第
六
十
条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（
政
令
で
定
め
る
世
帯
）  

第
二
条 

法
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
当
該
住
宅
の
倒
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
こ
と
、
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
た
め
に
必
要
な
補
修
費
等
が
著
し
く

高
額
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
住

宅
を
解
体
し
、
又
は
解
体
さ
れ
る
に
至
っ
た
世
帯 

 

二 

火
砕
流
等
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
危
険
な
状
況
が
継
続
す
る
こ
と
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
、
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
居
住
不
能
の
も
の
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
状
態

が
長
期
に
わ
た
り
継
続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
世
帯 

三 

そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
構
造
耐

力
上
主
要
な
部
分
を
い
う
。）
の
補
修
を
含
む
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該

住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
（
前
二
号
に
掲
げ
る
世

帯
を
除
く
。
以
下
「
大
規
模
半
壊
世
帯
」
と
い
う
。
） 

 

（
政
令
で
定
め
る
経
費
） 

第
三
条 

大
規
模
半
壊
世
帯
以
外
の
被
災
世
帯
（
以
下
「
全
壊
世
帯
」
と
い
う
。）
の
世
帯

主
に
対
す
る
支
援
金
に
係
る
法
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
経
費
は
、
自
立
し
た
生
活
を

開
始
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

被
災
世
帯
の
生
活
に
通
常
必
要
な
物
品
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
購
入
費
又

は
修
理
費 

 
二 

被
災
世
帯
の
居
住
す
る
地
域
又
は
被
災
世
帯
に
属
す
る
者
の
特
別
な
事
情
に
よ
り

当
該
被
災
世
帯
の
生
活
に
必
要
な
物
品
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
購
入
費
又
は

修
理
費 

 

三 

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
自
然
災
害
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
者
の

当
該
負
傷
又
は
疾
病
の
治
療
の
た
め
の
医
療
に
要
す
る
費
用
で
当
該
自
然
災
害
が
発

生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
支



む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の

区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

二 
当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
へ

の
立
入
り
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
警
戒
区
域
か
ら
の
退
去
の
命
令
（
以
下
「
立

入
制
限
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内

に
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
立

入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当

該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
警
戒
区
域
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の 

２ 

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
）
に
七
十
万
円
を
加

え
た
額
（
そ
の
額
が
三
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
百
万
円
）
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
単
数
世
帯
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
同
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」

と
、「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

条
第
三
項
」
と
、「
七
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
二
万
五
千
円
」
と
、「
三
百
万
円
」

と
あ
る
の
は
「
二
百
二
十
五
万
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

       

払
わ
れ
る
も
の 

四 

住
居
の
移
転
に
通
常
必
要
な
移
転
費
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

五 

被
災
世
帯
に
属
す
る
者
の
住
居
の
移
転
の
た
め
の
交
通
費 

 

六 

住
宅
を
賃
借
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
住
宅
の
借
家
権
の
設
定
の
対
価 

 

七 

住
宅
（
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
公
営
住
宅
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
賃
借
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
住
宅
の
家
賃 

 

八 

住
宅
の
再
建
設
（
全
壊
世
帯
が
従
前
居
住
し
て
い
た
住
宅
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
従
前
住
宅
」
と
い
う
。）
の
存
し
て
い
た
土
地
（
土
砂
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
そ

の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
土
地
に
住
宅
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
以
外
の
土
地
）
の
全
部
又
は
一
部
に
新
た
に
住
宅

を
建
設
す
る
こ
と
を
い
う
。）
の
た
め
必
要
な
従
前
住
宅
の
解
体
、
従
前
住
宅
か
ら
発

生
し
た
廃
棄
物
の
撤
去
及
び
整
地
に
要
す
る
費
用 

 

九 

住
宅
の
建
設
又
は
購
入
の
た
め
の
借
入
金
そ
の
他
の
債
務
に
係
る
利
息
及
び
債
務

保
証
料 

 

十 

住
宅
の
建
設
が
完
了
し
、
又
は
住
宅
の
購
入
を
す
る
ま
で
の
間
一
時
的
な
居
住
の

用
に
供
す
る
仮
設
住
宅
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
の
利
用
料 

 

十
一 

第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
の
賃
借
、
建
設
又
は
購

入
に
必
要
な
経
費
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の 

２ 

大
規
模
半
壊
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
に
係
る
法
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る

経
費
は
、
自
立
し
た
生
活
を
開
始
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一 
住
宅
を
賃
借
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
住
宅
の
家
賃 

 

二 
住
宅
の
補
修
の
た
め
必
要
な
当
該
住
宅
の
一
部
の
除
却
、
当
該
住
宅
か
ら
発
生
し

た
廃
棄
物
の
撤
去
及
び
整
地
に
要
す
る
費
用 

 

三 

住
宅
の
補
修
、
建
設
又
は
購
入
の
た
め
の
借
入
金
そ
の
他
の
債
務
に
係
る
利
息
及

び
債
務
保
証
料 



      

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額

及
び
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
支
給
の
申

請
は
、
当
該
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
被
災
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
（
当
該
都
道
府

県
が
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
支
援

法
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
援
法
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
に
係
る

部
分
に
限
る
。）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
支
援
金
の
支
給
に
係
る
自
然
災
害
が
発
生
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
七
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
世
帯
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面

を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
額
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
避
難
勧
告
等
又
は
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ

て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
特
定
長
期
避
難
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

住
宅
の
補
修
若
し
く
は
建
設
が
完
了
し
、
又
は
住
宅
の
購
入
を
す
る
ま
で
の
間
一

時
的
な
居
住
の
用
に
供
す
る
仮
設
住
宅
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
の
利
用
料 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
の
賃
借
、
補
修
、
建
設
又
は
購
入
に
必
要

な
経
費
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の 

 

（
支
援
金
の
額
の
算
定
基
準
等
） 

第
四
条 

法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
は
、
全
壊

世
帯
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
大
規
模
半
壊
世
帯
に
あ
っ
て
は
第
二
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

出
し
た
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
三
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百

万
円
）
と
す
る
。 

 

一 

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費 

世
帯
に
属
す
る
者
の
数

が
一
で
あ
る
場
合
又
は
二
以
上
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
世
帯
が
支
出
し
た
額 

 

二 

前
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に

掲
げ
る
経
費 

世
帯
に
属
す
る
者
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
又
は
二
以
上
で
あ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
世
帯
が
支
出
し

た
額
（
当
該
経
費
ご
と
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
限
度
額
を

超
え
て
支
出
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
限
度
額
を
超
え
て
支
出
し
た
額
を
減
じ

た
額
。
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。） 

  
  
  
  

 

三 

前
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
経
費 

世
帯
に
属
す
る

者
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
又
は
二
以
上
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
世
帯
が
支
出
し
た
額
（
当
該
経
費
ご
と
に
内
閣

府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
限
度
額
を
超
え
て
支
出
し
た
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
限
度
額
を
超
え
て
支
出
し
た
額
を
減
じ
た
額
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
） 

 

四 

前
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
経
費 

世
帯
に
属
す
る
者



４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
は
、
被
災
地
に
お
け
る
危
険
な
状
況
の

継
続
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
被
災
世
帯
の
世
帯
主
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
期
間
内
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                       

の
数
が
一
で
あ
る
場
合
又
は
二
以
上
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
世
帯
が
支
出
し
た
額
（
当
該
経
費
ご
と
に
内
閣
府

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
限
度
額
を
超
え
て
支
出
し
た
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
限
度
額
を
超
え
て
支
出
し
た
額
を
減
じ
た
額
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

２ 

法
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の
額
は
、
全
壊
世
帯

に
あ
っ
て
は
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
大
規
模
半
壊
世
帯
に
あ
っ
て
は
同
項
第

二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

百
五
十
万
円
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
」

と
あ
る
の
は
、「
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

３ 

都
道
府
県
（
当
該
都
道
府
県
が
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
事
務
の
全
部
を
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
法
人
に
委
託
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
支
援
法
人
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
全
壊
世
帯
が
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
た
め
支
出
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
支
出
前
に
お
い
て
も
、
当
該
全
壊
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
経
費
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
範
囲
内
で
支
援
金
を
概

算
で
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
経
費 

そ
の
支
出
の
見
込
額
又
は
法
第
三
条
第
一
号
に

掲
げ
る
世
帯
に
あ
っ
て
は
同
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
か
ら
、
同
条
第
二

号
に
掲
げ
る
世
帯
に
あ
っ
て
は
当
該
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ

て
得
た
額
か
ら
既
に
当
該
世
帯
が
当
該
経
費
に
つ
い
て
支
出
し
た
額
を
減
じ
た
額
の

い
ず
れ
か
低
い
額
の
範
囲
内 

 

二 
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
経
費 

当
該
経
費
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、

そ
の
支
出
の
見
込
額
又
は
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二

号
又
は
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
か
ら
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
あ

っ
て
は
当
該
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
既
に
当



                  

（
内
閣
府
令
へ
の
委
任
） 

第
五
条 

こ
の
政
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。 

該
世
帯
が
当
該
経
費
に
つ
い
て
支
出
し
た
額
を
減
じ
た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
範

囲
内 

４ 

都
道
府
県
は
、
大
規
模
半
壊
世
帯
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
に

充
て
る
た
め
支
出
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
支
出
前
に
お
い
て
も
、
当

該
大
規
模
半
壊
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
、
当
該
経
費
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
支
出

の
見
込
額
又
は
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は

第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
か
ら
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
世
帯
に
あ
っ
て
は
当

該
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
既
に
当
該
世
帯
が
当

該
経
費
に
つ
い
て
支
出
し
た
額
を
減
じ
た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
範
囲
内
で
、
支
援

金
を
概
算
で
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
協
議
） 

第
五
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
五
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
内
閣
府

令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
内
閣
府
令
へ
の
委
任
）  

第
六
条 

こ
の
政
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。 



○
内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 
 
 
 
 
 

行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
政
策
統
括
官
の
職
務
） 

 

第
三
条 

 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

次
に
掲
げ
る
事
務 

イ
〜
ヲ 

（
略
） 

ワ 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法

律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
支
給

に
関
す
る
こ
と
。 

カ
〜
コ 

（
略
） 

（
政
策
統
括
官
の
職
務
） 

 

第
三
条 
 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

次
に
掲
げ
る
事
務 

イ
〜
ヲ 

（
略
） 

ワ 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法

律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す

る
こ
と
。 

カ
〜
コ 

（
略
） 

 



 
 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文 

 

○ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

（
指
定
都
市
の
権
能
） 

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九 

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務 

二 

民
生
委
員
に
関
す
る
事
務 

三 

身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務 

四 

生
活
保
護
に
関
す
る
事
務 

五 

行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱
に
関
す
る
事
務 

五
の
二 

社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
務 

五
の
三 

知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務 

六 

母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
事
務 

六
の
二 

老
人
福
祉
に
関
す
る
事
務 

七 

母
子
保
健
に
関
す
る
事
務 

八 

障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務 

九 

食
品
衛
生
に
関
す
る
事
務 

十 

墓
地
、
埋
葬
等
の
規
制
に
関
す
る
事
務 

十
一 

興
行
場
、
旅
館
及
び
公
衆
浴
場
の
営
業
の
規
制
に
関
す
る
事
務 

十
一
の
二 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務 

十
二 

結
核
の
予
防
に
関
す
る
事
務 

十
三 

都
市
計
画
に
関
す
る
事
務 

十
四 

土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務 

十
五 

屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
事
務 



２ 

（
略
） 

 

○ 

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
） 

第
一
条 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
災

害
と
す
る
。 

一 

当
該
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、

当
該
市
の
区
域
又
は
当
該
市
の
区
の
区
域
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
数
以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
こ
と
。 

二 

当
該
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
に
定
め
る
数
以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失

し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
に
定
め
る
数
以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
こ
と
。 

三 

当
該
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
四
に
定
め
る
数
以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失

し
た
こ
と
又
は
当
該
災
害
が
隔
絶
し
た
地
域
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
等
災
害
に
か
か
つ
た
者
の
救
護
を
著
し
く
困
難
と
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
多
数
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
こ
と
。 

四 

多
数
の
者
が
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
住
家
が
半
壊
し
又
は
半
焼
す
る
等
著
し
く
損
傷
し
た
世
帯
は
二
世
帯
を
も
つ

て
、
住
家
が
床
上
浸
水
、
土
砂
の
た
い
積
等
に
よ
り
一
時
的
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た
世
帯
は
三
世
帯
を
も
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
住
家
が
滅
失
し
た
一
の
世
帯
と

み
な
す
。 

別
表
第
一 

（
第
一
条
関
係
） 

 

市
町
村
の
区
域
内
の
人
口 

 
 

住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数 

五
，
〇
〇
〇
人
未
満 

三
〇 

五
，
〇
〇
〇
人
以
上
一
五
，
〇
〇
〇
人
未
満 
四
〇 

一
五
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

五
〇 

三
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
五
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

六
〇 

五
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
一
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

八
〇 

一
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

一
〇
〇 



三
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上 

一
五
〇 

別
表
第
二 

（
第
一
条
関
係
） 

 

都
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口 

住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数 

一
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

一
，
〇
〇
〇 

一
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
二
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

一
，
五
〇
〇 

二
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

二
，
〇
〇
〇 

三
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上 

二
，
五
〇
〇 

別
表
第
三 

（
第
一
条
関
係
） 

市
町
村
の
区
域
内
の
人
口 

住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数 

五
，
〇
〇
〇
人
未
満 

一
五 

五
，
〇
〇
〇
人
以
上
一
五
，
〇
〇
〇
人
未
満 

二
〇 

一
五
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

二
五 

三
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
五
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

三
〇 

五
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
一
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

四
〇 

一
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

五
〇 

三
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上 

七
五 

別
表
第
四 

（
第
一
条
関
係
） 

 

都
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口 

住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数 

一
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 
五
，
〇
〇
〇 

一
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
二
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 
七
，
〇
〇
〇 

二
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上
三
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
未
満 

九
，
〇
〇
〇 

三
，
〇
〇
〇
，
〇
〇
〇
人
以
上 

一
二
，
〇
〇
〇 

 

○ 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
） 



（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条
こ
の
政
令
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
〜
二 
（
略
） 

三 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分 

基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
、
小
屋
組
、
土
台
、
斜
材
（
筋
か
い
、
方
づ
え
、
火
打
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
床
版
、
屋

根
版
又
は
横
架
材
（
は
り
、
け
た
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
、
建
築
物
の
自
重
若
し
く
は
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
若
し
く
は
水
圧
又
は
地
震

そ
の
他
の
震
動
若
し
く
は
衝
撃
を
支
え
る
も
の
を
い
う
。 

四
〜
六 

（
略
） 

 

○ 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
） 

（
市
町
村
長
の
避
難
の
指
示
等
） 

第
六
十
条 

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
人
の
生
命
又
は
身
体
を
災
害
か
ら
保
護
し
、
そ
の
他
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
必
要
と
認
め
る
地
域
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
勧
告
し
、
及
び
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
勧
告
し
、
又
は
指
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
立
退
き
先
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
勧
告
し
、
若
し
く
は
指
示
し
、
又
は
立
退
き
先
を
指
示
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

市
町
村
長
は
、
避
難
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
発
生
に
よ
り
市
町
村
が
そ
の
全
部
又
は
大
部
分
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
市
町
村
長
が
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
べ
き
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
市
町
村
長
に
代
わ
つ
て
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
代
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
警
察
官
等
の
避
難
の
指
示
） 

第
六
十
一
条 

前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
が
同
項
に
規
定
す
る
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
市
町
村
長
か
ら
要
求



が
あ
つ
た
と
き
は
、
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
は
、
必
要
と
認
め
る
地
域
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
条

第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
四
節 
応
急
措
置 

 

（
市
町
村
長
の
警
戒
区
域
設
定
権
等
） 

第
六
十
三
条 

災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
市
町
村
長
は
、
警
戒
区
域
を
設
定
し
、
災
害
応
急
対
策
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
当
該
区
域
へ
の
立
入
り
を
制
限
し
、
若
し
く
は
禁
止
し
、
又
は
当
該
区
域
か
ら
の

退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
職
権
を
行
な
う
市
町
村
の
職
員
が
現
場
に
い
な
い
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

か
ら
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
は
、
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
職
権
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村

長
の
職
権
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
そ
の
他
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
職
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
限
り
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
六
十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
の
自
衛
官
（
以
下
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
の
自
衛
官
」
と

い
う
。
）
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
当
該
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
の
自
衛
官
は
、
直

ち
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

○ 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
六
十
八
号
） 

（
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
） 

第
七
条 

令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

世
帯
の
区
分 

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費
と
し
て
必
要
な
額 

一 

そ
の
属
す
る
者
の
数
が
一
で
あ
る
世
帯
（
以
下
「
単
数
世
帯
」
と
い
う
。
） 

七
十
五
万
円 

二 

そ
の
属
す
る
者
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
世
帯
（
以
下
「
複
数
世
帯
」
と
い
う
。
） 

百
万
円 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
避

難
の
た
め
の
立
退
き
の
勧
告
若
し
く
は
指
示
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
避
難
の
指
示
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
、
又
は
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に



お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
が
設
定
さ
れ
た
際
に
当
該
避
難
の
指
示
等
に
係
る
地
域
又
は
警
戒
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
に
係
る
令
第

二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
又
は
警
戒
区
域
に
係
る
避
難
の
指
示
等
又
は
警
戒
区
域
の
設
定
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
以
後
、
同
法
第
六
十

条
第
四
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
避
難
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
公
示
が
な
さ
れ
た
日
又
は
警
戒
区
域
で
な
く
な
っ

た
日
（
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
避
難
指
示
等
解
除
日
又
は
警
戒
区
域
解
除
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
避
難
の
指
示
等
又
は
警

戒
区
域
の
設
定
の
際
居
住
し
て
い
た
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
開
始
す
る
も
の
（
以
下
「
長
期
避
難
解
除
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
に
係

る
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
額
と
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
世
帯
の
区
分
と

同
一
の
世
帯
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
経
費
と
し
て
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）

と
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

単
数
世
帯 

五
十
二
万
五
千
円 

二 

複
数
世
帯 

七
十
万
円 

３ 

都
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
避
難
の
指
示
等
に
係
る
地
域
又
は
警
戒
区
域
に
居
住
し
て
い
た
者
に
係
る
令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
前
項
の
期
間
内
に
、

避
難
の
指
示
等
又
は
警
戒
区
域
の
設
定
の
際
居
住
し
て
い
た
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
開
始
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
支
援
金
の
申
請
等
） 

第
十
条 

支
援
金
の
支
給
は
、
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
次
に
掲
げ
る
経
費
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
被
災
世

帯
の
世
帯
主
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費 

十
三
月 

二 

令
第
三
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費 

二
十
五
月 

三 

令
第
三
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
一
号
又
は
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
経
費 

三
十
七
月 

２ 

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
係
る
も
の
に
係
る
支
援
金
の
支

給
は
、
避
難
指
示
等
解
除
日
又
は
警
戒
区
域
解
除
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
五
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
長
期
避
難
解
除
世
帯
の
世
帯
主
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の

と
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
（
当
該
都
道
府
県
が
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
法
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
援
法
人
）
は
、
被
災
世
帯
の
世
帯
主
が
申
請
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
及
び
前
項
に
掲
げ
る
期
間
を
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


